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平成 27年 7月 2日 

 

各位 

 

 

 

 

 

 

 

 

訴訟の判決に関するお知らせ 

 

当社および子会社株式会社ベジスタ（以下「ベジスタ」といいます。）は、平成 27

年 5 月 1 日付で、篠崎信敦より貸金等返還請求訴訟（以下「本件訴訟」といいます。）

の提起を受けたことについて、本日判決文の送達を受け、下記のとおり判決が言い渡さ

れましたのでお知らせいたします。 

 

記 

１．判決のあった裁判所及び年月日 

(1) 裁判所 東京地方裁判所（事件番号：平成 27年(ﾜ)第 12075号） 

(2) 訴訟提起日 平成 27年 5月 1日（金） 

(3) 原告名 篠崎信敦 

 原告所在地 神奈川県相模原市 

(4) 請求の内容 貸金等返還請求 

(5) 被告 

当社 

株式会社ベジスタ（東京都港区 代表取締役 楊晶） 

三河良（子会社株式会社テクノメディア元代表取締役） 

社名 グローバルアジアホールディングス株式会社 

代表者名 代表取締役社長 楊 晶 

 （JASDAQ・コード 3587） 

問合せ先 取締役 中杉 大陸 

TEL 03-6435-7800（代表） 
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(6) 判決日 平成 27年 6月 29日（月） 

 

２．訴訟の概要 

当社は原告より 3件借入れ、返済期日までに全額返済できていないため訴訟を提起さ

れました。3 件の借入の詳細は下記の通りとなります。なお、詳細は、平成 27 年 5 月

25日付「訴訟に関するお知らせ」にて公表しております。 

 

借入① 

１． 借 入 金 額 ： 400万円 

２． 返 済 方 法 ： 期日一括 

３． 借 入 実 行 日 ： 平成 26年 10月 10日 

４． 返 済 期 日 ： 平成 26年 10月 31日 

５． 借 入 利 率 ： 年 1％ 

６． 資 金 使 途 ： 株式会社テクノメディアの資金繰りを目的として、当社

を借主、ベジスタ及び三河良を連帯保証人として、運転

資金に充てるため借り入れました。 

７． 担 保 状 況 ： 該当事項はありません。 

８． 遅 延 損 害 金 ： 年 14％ 

 

借入② 

１． 借 入 金 額 ： 300万円 

２． 返 済 方 法 ： 期日一括 

３． 借 入 実 行 日 ： 平成 26年 11月 7日 

４． 返 済 期 日 ： 平成 27年 2月 10日 

５． 借 入 利 率 ： 年 1％ 

６． 資 金 使 途 ： ベジスタを借主、当社及び三河良を連帯保証人として、

仕入代金債務の支払い等の運転資金に充てるため借り入

れました。 

７． 担 保 状 況 ： 該当事項はありません。 

８． 遅 延 損 害 金 ： 年 14.6％ 
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借入③ 

１． 借 入 金 額 ： 300万円 

２． 返 済 方 法 ： 期日一括 

３． 借 入 実 行 日 ： 平成 26年 11月 17日 

４． 返 済 期 日 ： 平成 27年 2月 10日 

５． 借 入 利 率 ： 年 1％ 

６． 資 金 使 途 ： ベジスタを借主、当社及び三河良を連帯保証人として、

仕入代金債務の支払い等の運転資金に充てるため借り入

れました。 

７． 担 保 状 況 ： 該当事項はありません。 

８． 遅 延 損 害 金 ： 年 14.6％ 

 

３．判決の内容 

(1) 判決主文 

１ 被告らは、原告に対し、連帯して 1001万 7368円及びうち 400万円に対する平成

26年 11月 1日から、うち 300万円に対する平成 27年 2月 11日から、うち 300

万円に対する平成 27 年 2 月 11 日から、それぞれ支払済みまで年 14.6％の割合

よる金員を支払え。 

２ 訴訟費用は被告の負担とする。 

３ この判決は、仮に執行することができる。 

 

(2) 裁判所の判断  

主文のとおり判決となりました。 

 

４．今後の対応 

当社としましては、判決を受け入れ、今後、返済方法について原告と協議しながら、

適切に対応して参ります。本件訴訟にかかる借入については、平成 27年 6月 1日付「（訂

正・数値データ訂正）「平成 27年 3月期 決算短信 [日本基準]（連結）の一部訂正に

ついて」にてお知らせいたしましたとおり、上記借入金について短期借入金として

10,000千円、三河良氏への仮払金として 4,000千円（同時に 4,000千円を貸倒引当金

として計上）を計上しております 。                                                     

 

以上 


